
入 札 公 告 

 

｢高知競馬場無料送迎ジャンボタクシー運行委託業務｣について一般競争入札を行います

ので、高知県競馬組合会計規則（昭和 42 年高知県競馬組合規則第５号）第７条において準

用する高知県契約規則（昭和 39 年高知県規則第 12 号）第７条の規定により公告します。  

入札参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加申請書（様式１）（以下「申請書」

という。） を作成してください。 

 

 令和６年８月９日 

 

                    高知県競馬組合管理者 豊永 大五 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 業務の名称 

高知競馬場無料送迎ジャンボタクシー運行委託業務 

２ 業務の内容 

別に定める仕様書のとおり 

３ 履行期限 

契約日から令和７年４月 30 日まで 

 

第２ 入札参加資格 

申請書を提出できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

２ 過去２年以内に、国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体との間において、こ

の入札公告に示した役務と同種類かつ同規模の契約履行実績があることを証明した者

であること。 

３ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定（平成 23 年３月高知県訓

令第１号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

 

第３ 入札参加の方法等 

この委託業務の入札に参加しようとする者は、提出期限までに、一般競争入札参加申請

書（様式１）及び業務実績証明書（様式２）（以下「申請書等」という。）を提出し、入札

参加資格の有無について確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格がある

と認められた者に限り、この委託業務の入札に参加することができる。 



 

１ 申請書等の様式 

高知けいば公式サイトからダウンロードした様式により申請書等を作成すること。 

＜アドレス＞ 

https://www.keiba.or.jp/「調達情報」 

２ 申請書の提出 

（１） 提出部数 １部（様式１及び様式２）  

（２） 提出期限 令和６年８月 21 日（水）午後５時 

（３） 提出先  高知県競馬組合事務局 無料送迎ジャンボタクシー入札担当 

（４） 提出方法 直接持参、郵送（一般書留もしくは簡易書留） 

（５） 費用   提出者の負担とする。 

 

第４ 質疑事項 

１ 質疑事項がある場合には、Microsoft Office Word のファイル形式による別紙「質疑

書（様式３）」により、電子メール添付のうえ「６」のアドレスに送付すること。指定

した方法以外のファイル形式で送付のあったもの、ＦＡＸ、電話等の方法による質疑に

は回答しない。 

２ 質疑書提出時には必ず送付した旨を電話で高知県競馬組合事務局 事業企画課広報

班の担当者に伝えること。 

３ 質疑に対する回答は、高知けいば公式サイト「調達情報」に掲載する。 

４ 質疑書提出期限 

令和６年８月 14 日（水）午後５時 

５ 質疑書回答期限 

令和６年８月 19 日（月） 

６ 質疑書の送付アドレス 

pr@keiba.or.jp 

 

第５ 申請書の審査結果に係る事項 

一般競争入札参加申請書の提出があったものには、入札参加資格の確認結果を令和６

年８月 23 日（金）までに電子メールで通知する。 

 

第６ 入札に関する事項 

１ 入札予定日時 

令和６年８月 27 日（火） 午後２時 

２ 入札予定場所 

高知県高知市長浜宮田 2000 番地 

https://www.keiba.or.jp/


高知県競馬組合事務所２階大会議室 

３ 入札保証金 

入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の 100 分の５以上

の金額を収めなければならない。ただし、高知県契約規則（昭和 39 年規則第 12 号）

第 10 条に該当する場合は、この限りでない。 

４ 入札方法 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（該当金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。） をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に

相当する金額を入札書に記載すること。 

５ 最低制限価格 

設定しない。 

６ 入札の無効 

この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者が入札、その他高知県契約規則第 21 条各号に該当する入

札は、無効とする。 

 

第７ 契約に関する事項 

１ 契約保証金 

高知県契約規則第 40 条第６号の規定に該当すれば免除。 

２ 契約書作成の要否 

要 

３ 落札者は高知県競馬組合が別途通知する日までに契約書に記名押印し提出すること。 

 

第８ 入札実施機関（問い合わせ先） 

〒781-0271 高知県高知市長浜宮田 2000 番地 

高知県競馬組合事務局 無料送迎ジャンボタクシー入札担当 

電 話 ０８８－８４１－５１２３ 

ＦＡＸ ０８８－８４１－５１３０ 

E-mail pr@keiba.or.jp 

 

第９ その他事項 

１ 入札参加者は、別添の入札心得の各条項を承知すること。 

２ 提出された申請書等は返却しない。 

３ 申請書等に虚偽の記載をした場合には当該申請書等を無効とする。 



４ 提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え・訂正等は認め

ない。 


